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（エ）令和７年度歯科保健事業計画（案）              ★は変更点  

（１）母子歯科保健事業 

保健事業名 会場別実施回数等 実施内容（案） 

妊婦歯科健康診査 市内委託医療機関 
1 人につき 

１回 
歯科健康診査 

マタニティ教室 佐屋保健センター ６回 妊婦を対象とした歯科保健指導 

10 か月児相談 佐屋保健センター 12 回 身体計測、集団指導（栄養・歯科）、個別相談 

歯
科 

幼
児
歯
科
健
康
診
査 

団
検
診 

１歳６か月児 

健康診査 
佐屋保健センター 12 回 

身体計測、内科健診、歯科健診、歯科相談 

個別相談、親子遊び 

２歳児歯科 

健康診査 
佐屋保健センター 12 回 

歯科健診、保護者歯科健診、集団指導 

歯科相談、フッ化物塗布 

２歳６か月児 

歯科健康診査 
佐屋保健センター 12 回 

歯科健診、集団指導(乳がん検診受診勧奨等)、 

歯垢染色、歯科相談、フッ化物塗布 

３歳児健康診査 佐屋保健センター 17 回 
身体計測、内科健診、歯科健診、視力検査、 

聴力検査、歯科相談、個別相談、屈折検査 

歯科相談 佐屋保健センター 随時 希望者の個別相談 

親子歯みがき教室 市内幼稚園・保育園  随時 
幼稚園・保育園児とその保護者を対象とした 

健康教育、歯みがき指導 

前期歯の健康センター 佐屋保健センター １回 

海部歯科医師会事業 

０歳～就学前の児とその保護者を対象とした 

健康教育、歯科相談 

６歳臼歯保護育成事業 

市内小学校 保護者を対象とした歯科に関する健康教育 

市内指定医療機関 

★対象者：小学１年生から３年生まで 

     ※事業経過措置としての対象者 

歯科健診、歯科予防処置、保健指導 

学校歯科保健教育 市内小中学校 随時 歯科に関する健康教育 

バトンタッチ運動 指定校 随時 
海部歯科医師会による指定事業 

歯科に関する健康教育 
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（２）成人歯科保健事業 

保健事業名 会場別実施回数 実施内容（案） 

歯
科
健
康
診
査 

２歳児保護者 

歯科健診 
佐屋保健センター 12 回 

２歳児歯科健診に同行した保護者を対象と 

した歯科健診、保健指導 

歯周病検診 市内指定医療機関 
20,25,30,35,40,45,50,55,60,70 歳を対象と 

した歯科健診、歯周診査 

障害福祉サービス 

事業所歯科相談 

市内障害福祉 

サービス事業所 
随時 

通所者・事業所職員・保護者を対象とした 

個別歯科相談、ブラッシング指導 

歯科相談 佐屋保健センター 随時 希望者の個別相談 

歯科健康教育 
市内事業所・集会所 

公共施設等 
随時 歯科に関する健康教育 

訪問口腔衛生指導 市内全域 随時 
訪問による相談、指導を必要とする住民を 

対象とした口腔衛生指導 

愛西市 

9020 賞状授与事業 

指定医療機関 

からの推薦 

90 歳以上 

1 人につき 

1 回 

90 歳以上で 20 本以上歯の保持を達成した方 

を対象とした事業 

≪推薦期間≫ 

令和７年４月１日から９月 30 日 

あいさいさん祭り 

いきいきゾーン 

（健康） 

佐屋保健センター 
10 月 26 日 

（予定） 
歯科相談 

 


